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審議会等委員の公募・選任基準 新旧対照表 

現行 改正案 

審議会等委員の公募・選任基準 利根町附属機関等の委員の公募及び選考に関する基準 

 

この基準は，町民参加による協働のまちづくりの実現のため，町政

への町民の参画の機会を提供し，町民の参加を推進するため，附属機

関等として設置する審議会等の委員の公募・選任に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この基準は，利根町みんなのまち基本条例（令和４年利根町

条例第１８号）第１７条の規定に基づき，附属機関等の構成員の一

部を公募により選任することで，町民の意見をより多く町政に反映

するため，附属機関等の委員の公募及び選考に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この基準において「附属機関等」とは，次に掲げるものをい

う。ただし，町職員のみで構成されるもの又は他自治体，関係機関，

関係団体等との連絡調整を主たる目的として設置されるものは除

く。 

（１） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３

項の規定により設置される審査会，審議会，調査会その他審

査，諮問又は調査のための機関をいう。 

（２） 前号に掲げるもののほか，規則，告示，訓令等により設置さ
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れる審査会，審議会，調査会その他審議，検討，協議等のた

めの機関をいう。 

 

１ 審議会等の委員の一部選任については，当該審議会等の設置目的

や審議事項等に応じて，委員の一部を公募する。ただし，次の各号

のいずれかに該当する場合は，公募を行わないことができる。 

 

（１） 法令，条例等により委員の資格が定められている場合 

（２） 専門的な知識や経験等を要する場合 

（３） 町民のプライバシーに関する事項を審議する場合 

（４） 審議会等の設置目的や審議事項等により公募が適さないと認

められる場合 

（公募による委員の選任）  

第３条 執行機関は，附属機関等を新たに設置し，又は附属機関等の

委員を改選するに当たっては，委員の一部を町民から公募により選

任するものとする。ただし，次の各号のいずれかに該当する附属機

関等については，この限りでない。 

（１） 法令又は条例により委員の資格が定められている場合 

（２） 専門的な知識や経験等を要する場合 

（３） 町民のプライバシーに関する事項を審議する場合 

（４） 附属機関等の設置目的や審議事項等により公募が適さないと

認められる場合 

（５） 第５条第２項に規定する在任期間内の公募委員を再任する場 

   合 

 

２ 公募により選任する委員の人数は，審議会等の設置規定において

具体的な人数を定めている場合を除き，各審議会等の設置目的を勘

案するとともに，他の委員構成との均衡を考慮して定めるものとす

る。 

（公募委員の人数及び年齢） 

第４条 公募により選任する委員の人数は，個別の条例等において具

体的な人数を定めている場合を除き，附属機関等の設置目的を勘案

するとともに，他の委員構成との均衡を考慮して定めるものとす

る。 
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２ 公募により選任する委員の年齢は，任期の開始日において１８歳

以上の町民とする。 

 

５ 公募委員の審議会等の委員の兼職については，１人３機関以内と

する。 

４ 公募委員の在任期間は，一の審議会等について１０年未満とす

る。 

（公募委員の附属機関等の兼職及び在任期間） 

第５条 公募委員の附属機関等の委員の兼職については，１人３機関

以内とする。 

２ 公募委員の在任期間は，一の附属機関等について１０年未満とす

る。 

 （公募の方法及び周知事項） 

第６条 公募は，本町の広報紙及び公式ホームページへの掲載その他

適宜の方法により広く周知するとともに，２週間以上の応募期間を

設けるものとする。 

２ 公募に当たっては，次の事項を定めた実施要領（別記１）を策定

するものとする。 

（１） 附属機関等の名称，審議内容（目的） 

（２） 公募する委員の人数 

（３） 委員の任期 

（４） 会議の開催頻度 

（５） 報酬又は報償費の額 

（６） 応募資格 
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（７） 応募方法 

（８） 応募期間 

（９） 選考方法 

（10） その他必要事項 

 （応募の方法） 

第７条 委員に応募しようとする者（以下「応募者」という。）は，

利根町附属機関等公募委員応募申込書（別記２。以下「申込書」と

いう。）により，次の各号に掲げる事項を記載して提出するものと

する 

（１） 附属機関等の名称 

（２） 住所，氏名，生年月日，年齢，性別及び電話番号 

（３） 委員の兼任状況 

（４） 職業 

（５） 応募の理由 

（６） その他必要と認められる事項 

２ 前項により提出された申込書は，返還しないものとする。 

 （選考の方法） 

第８条 応募者の選考は，原則として申込書による書類選考により行

うものとし，必要に応じ，面接を実施し選考するものとする。 
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２ 選考の結果は，合否に関わらず執行機関から応募者へ通知するも

のとする。 

 

３ 公募を行った場合において，応募人員が公募する委員数に満たな

かったときは，指名その他の方法により委員を選任することができ

るものとする。 

（特例） 

第９条 公募を行った場合において，応募人員が公募する委員数に満

たなかったとき，又は適任者がいなかったときには，指名その他の

方法により委員を選任することができるものとする。 

 附 則 

 この告示は，令和５年 月 日から施行する。 

  

 


